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発電用原子炉設置者は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法

律（昭和３２年法律第１６６号。以下「法」という。）第４３条の３の３２第１

項の発電用原子炉を運転することができる期間を延長する場合には、同条第４

項及び実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和５３年通商産業省令

第７７号。以下「実用炉規則」という。）第１１３条の規定に基づき原子力規制

委員会へ認可申請をし、法第４３条の３の３２第２項の認可（以下「運転期間延

長認可」という。）を受けることが義務付けられている。 

原子力規制委員会は、当該認可申請について、実用炉規則第１１４条に規定す

る認可の基準である「延長しようとする期間において、原子炉その他の設備が延

長しようとする期間の運転に伴う劣化を考慮した上で技術基準規則に定める基

準に適合するものとする。」への適合を確認するために審査を行うこととなる。 

これらを踏まえ、実用発電用原子炉の運転の期間の延長の審査における基準

を明確にする観点から、当該審査に当たって確認すべき事項を次のとおり定め

る。 

なお、２．の規定は、当該規定に適合しない場合であっても、それが技術的な

改良、進歩等を反映したものであって、本基準を満足する場合と同等又はそれを

上回る安全性を確保し得ると判断される場合には、これを排除するものではな

い。 

 

 

１．運転期間延長認可の時点において、当該時点において適用されている法第４

３条の３の１４の技術上の基準に適合させるために必要となる法第４３条の

３の９及び第４３条の３の１０に掲げる設計及び工事の計画がすべて同条の

規定に基づく認可等の手続により確定していること。 

 

２．実用炉規則第１１３条第２項第２号に掲げる原子炉その他の設備の劣化の

状況に関する技術的な評価の結果、延長しようとする期間において、同評価の

対象となる機器・構造物が下表に掲げる要求事項（以下「要求事項」という。）

に適合すること、又は同評価の結果、要求事項に適合しない場合には同項第３

号に掲げる延長しようとする期間における原子炉その他の設備に係る施設管

理方針の実施を考慮した上で、延長しようとする期間において、要求事項に適

合すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

評価対象事象又は評価事項 要求事項 

低サイクル疲労 ○健全性評価の結果、評価対象部位の疲れ累積係数

が１を下回ること。 

中性子照射脆化 ○加圧熱衝撃評価の結果、原子炉圧力容器の評価対

象部位において静的平面ひずみ破壊靱性値が応

力拡大係数を上回ること。 

○原子炉圧力容器について供用状態に応じ以下を

満たすこと。ただし、上部棚吸収エネルギーの評

価の結果、68J 以上である場合は、この限りでな

い。 

・延性亀裂進展性評価の結果、評価対象部位にお

いて亀裂進展抵抗が亀裂進展力を上回ること。 

・亀裂不安定性評価の結果、評価対象部位におい

て亀裂進展抵抗と亀裂進展力が等しい状態で

亀裂進展抵抗の微小変化率が亀裂進展力の微

小変化率を上回ること。 

・欠陥深さ評価の結果、原子炉圧力容器胴部の評

価対象部位において母材厚さの 75％を超えな

いこと。 

・塑性不安定破壊評価の結果、評価対象部位にお

いて塑性不安定破壊を生じないこと。 

○上記評価の結果から、運転上の制限として遵守可

能な、通常の１次冷却系の加熱・冷却時の１次冷

却材温度・圧力の制限範囲又は原子炉冷却材圧力

バウンダリに対する供用中の漏えい若しくは水

圧検査時の原子炉冷却材の最低温度が設定可能

と認められること。 

照射誘起型応力腐食割れ ○健全性評価の結果、評価対象部位において照射誘

起型応力腐食割れの発生の可能性が認められる

場合は、照射誘起型応力腐食割れの発生及び進展

を前提としても技術基準規則に定める基準に適

合すること。 

２相ステンレス鋼の熱時効 ○延性亀裂進展性評価の結果、評価対象部位におい

て亀裂進展抵抗が亀裂進展力を上回ること。 

○亀裂不安定性評価の結果、評価対象部位において

亀裂進展抵抗と亀裂進展力が等しい状態で亀裂

進展抵抗の微小変化率が亀裂進展力の微小変化

率を上回ること。 

電気・計装設備の絶縁低下 ○点検検査結果による健全性評価の結果、評価対象
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の電気・計装設備に有意な絶縁低下が生じないこ

と。 

○環境認定試験による健全性評価の結果、設計基準

事故環境下で機能が要求される電気・計装設備及

び重大事故等環境下で機能が要求される電気・計

装設備に有意な絶縁低下が生じないこと。 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物 

コ ン ク リ

ー ト の 強

度低下 

熱 ○評価対象部位のコンクリートの温度が制限値（貫

通部は 90℃、その他の部位は 65℃）を超えたこ

とがある場合は、耐力評価を行い、その結果、当

該部位を構成する部材又は構造体の耐力が設計

荷重を上回ること。 

放射線照射 ○評価対象部位の累積放射線照射量が、コンクリー

ト強度に影響を及ぼす可能性のある値を超えて

いる又は超える可能性が認められる場合は、耐力

評価を行い、その結果、当該部位を構成する部材

又は構造体の耐力が設計荷重を上回ること。 

中性化 ○評価対象部位の中性化深さが、鉄筋が腐食し始め

る深さまで進行しているか又は進行する可能性

が認められる場合は、耐力評価を行い、その結果、

当該部位を構成する部材又は構造体の耐力が設

計荷重を上回ること。 

塩分浸透 ○評価対象部位に塩分浸透による鉄筋腐食により

有意なひび割れが発生しているか又は発生する

可能性が認められる場合は、耐力評価を行い、そ

の結果、当該部位を構成する部材又は構造体の耐

力が設計荷重を上回ること。 

アルカリ骨材

反応 

○評価対象部位にアルカリ骨材反応による有意な

ひび割れが発生している場合は、耐力評価を行

い、その結果、当該部位を構成する部材又は構造

体の耐力が設計荷重を上回ること。 

機械振動 ○評価対象機器のコンクリート基礎への定着部周

辺コンクリート表面に機械振動による有意なひ

び割れが発生している場合は、耐力評価を行い、

その結果、当該部位を構成する部材又は構造体の

耐力が設計荷重を上回ること。 

凍結融解 ○評価対象部位に凍結融解による有意なひび割れ

が発生している場合は、耐力評価を行い、その結

果、当該部位を構成する部材又は構造体の耐力が

設計荷重を上回ること。 



4 
 

コ ン ク リ

ー ト の 遮

蔽 能 力 低

下 

熱 ○中性子遮蔽のコンクリートの温度が 88℃又はガ

ンマ線遮蔽のコンクリートの温度が 177℃を超え

たことがある場合は、評価を行い、その結果、当

該部位を構成する部材又は構造体の遮蔽能力が

原子炉設置（変更）許可における遮蔽能力を下回

らないこと。 

鉄 骨 の 強

度低下 

腐食 ○評価対象部位に腐食による断面欠損が生じてい

る場合は、耐力評価を行い、その結果、当該部位

を構成する部材又は構造体の耐力が設計荷重を

上回ること。 

風などによる

疲労 

○評価対象部位に風などの繰り返し荷重による疲

労破壊が発生している又は発生する可能性が認

められる場合は、耐力評価を行い、その結果、当

該部位を構成する部材又は構造体の耐力が設計

荷重を上回ること。 

上記評価対象事象以外の事象 ○劣化傾向監視等劣化管理がなされていない事象

について、当該事象が発生又は進展している若し

くはその可能性が認められる場合は、その発生及

び進展を前提とした健全性評価を行い、その結

果、技術基準規則に定める基準に適合すること。 

耐震安全性評価 ○経年劣化事象を考慮した機器・構造物について地

震時に発生する応力及び疲れ累積係数を評価し

た結果、耐震設計上の許容限界を下回ること。 

○経年劣化事象を考慮した機器・構造物について地

震時に発生する応力、亀裂進展力及び応力拡大係

数を評価した結果、想定亀裂（欠陥）に対する破

壊力学評価上の許容限界を下回ること。 

○経年劣化事象を考慮した、地震時に動的機能が要

求される機器・構造物の地震時の応答加速度を評

価した結果、機能確認済加速度以下であること。 

○経年劣化事象を考慮した、地震時の燃料集合体の

変位を評価した結果、機能確認済相対変位以下で

あるか又は、同様に制御棒挿入時間を評価した結

果、安全評価上の規定時間以下であること。 

耐津波安全性評価 ○経年劣化事象を考慮した機器・構造物について、

津波時に発生する応力等を評価した結果、許容限

界を下回ること。 

 


